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第 １ 回
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令 和 ２年 １月 ２ ３日
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招 集 年 月 日 令和 ２年 １月 １６日

招 集 の 場 所 樺 戸 郡 月 形 町 役 場 委 員 会 室

開 閉 日 時

開会 令和 ２年 １月 ２３日 午後３時３０分 議長 渡 辺 祥 紀

閉会 令和 ２年 １月 ２３日 午後４時４７分 議長 渡 辺 祥 紀

応 （不 応 ）招 集 委 及 び

出 席 並 びに欠 席 委 員

出 席 １１名

欠 席 ０名

○ ・・・・・ 出 席

× ・・・・・ 欠 席

公 ・・・・・ 公務欠席

番号 氏 名 出欠 番号 氏 名 出欠

１ 黒 宮 勝 美 ○ ７ 服 部 栄 ○

２ 青 柳 和 弘 ○ ８ 内 藤 康 志 ○

３ 山 﨑 敏 美 ○ ９ 渡 辺 早智子 ○

４ 多 田 正 光 公 １０ 小 野 栄 治 ○

５ 中 嶋 雅 義 ○ １１ 渡 辺 祥 紀 〇

６ 西 川 優 ○

出 席 し た 職 員 事務局長 加 藤 弘 光 総務係長 佐 藤 直 樹

議 事 日 程 別紙議事日程のとおり

会議に附した議件 別紙議事日程のとおり

会 議 の 経 過 別紙のとおり



令和２年１月２３日

午後３時３０分

月形町役場　委員会室

　　議　　事　　日　　程

番号 議案番号 摘要

2

3

4 報 告 第 １ 号 Ｐ１～３

5 報 告 第 ２ 号 Ｐ４

6 報 告 第 ３ 号 Ｐ５

7 報 告 第 ４ 号 Ｐ６

8 報 告 第 ５ 号 Ｐ７

9 報 告 第 ６ 号 Ｐ８～１２

10 議 案 第 １ 号 Ｐ１３～１４

11 議 案 第 ２ 号 Ｐ１５～２３

12 議 案 第 ３ 号 Ｐ２４～２９

13 議 案 第 ４ 号 Ｐ３０～３１

令 和 ２ 年 第 １ 回 月 形 町 農 業 委 員 会 総 会

件　　　　　　　　　　　　　　　　　名

　　　                      　番　　　　　　　　委員

議事録署名委員の指名

　　　                      　番　　　　　　　　委員

会期の決定

会務報告

農用地のあっせん申し出について（売渡し３件）

農用地のあっせん申し出について（売渡し、貸付け１件）

農用地のあっせん申し出について（買受け１件）

農業経営改善計画の認定について（１件）

専決処分の報告について（１件）

あっせん委員会報告について

農地の賃貸借の合意解約について（１件）

農用地利用集積計画の決定について（利用権設定９件）

農用地利用集積計画の決定について（所有権移転５件）

月形町農業委員会の法令遵守に関する申し合わせ決議について

1



月 形 町 農 業 委 員 会

事務局長 加 藤 弘 光

議長 渡 辺 祥 紀

事務局長 加 藤 弘 光

議長 渡 辺 祥 紀

事務局長 加 藤 弘 光

定刻となりましたので、令和２年第１回月形町農業委員会総会を開会いたし

ます。なお、月形町農業委員会会議規則第４条の規定により、議長は会長が努

めることになっていますので、渡辺会長に議事の進行をお願いします。

（会長あいさつを行う。）

只今の出席委員数は１０名です。

定足数に達していますので、会議規則第６条の規定により、本日の総会は成

立いたしました。

本日をもって招集された令和２年第１回月形町農業委員会総会を只今より開

会いたします。（午後３時３０分）

議事日程は、お手元に配付のとおりです。

日程番号１番、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員は、会

議規則第９条の規定により、議長において、１番黒宮委員、２番青柳委員の両

君を指名します。

日程番号２番、会期の決定をいたします。お諮りいたします。

令和２年第１回月形町農業委員会総会は、１月２３日、本日１日限りといたし

たいと思います。これにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

異議なしと認めます。よって、令和２年第１回月形町農業委員会総会は、１月

２３日、本日１日限りとすることに決定いたしました。

日程番号３番、会務報告。会務報告はお手元に配付のとおりです。

事務局より説明を願います。

（会務報告を説明）

説明が終わりました。質問、ご意見等ございませんか。

（なしの声あり）

質問、ご意見がありませんので、会務報告は、報告済みといたします。

続きまして、日程番号４番、報告第１号、農用地のあっせん申し出について売

渡し３件を議題といたします。

事務局より説明願います。

議案書１頁をご覧ください。

報告第１号、農用地のあっせん申し出について、売渡し３件を上程しておりま



月 形 町 農 業 委 員 会

事務局長 加 藤 弘 光

議長 渡 辺 祥 紀

事務局長 加 藤 弘 光

す。

月形町農地移動適正化あっせん基準第７条第１項の規定により、下記の者

から農用地の売渡しの申し出があったので報告します。

本日の提出です。

番号１ 申出人住所氏名 樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。土地の

所在地は月形町□□□□の内 現況地目 田 面積は２，５８８㎡です。土地

の内訳ですが、田の計合計ともに４筆１３，７８５㎡です。なお、説明資料の２頁

に所在図を添付していますのでご参照願います。

続きまして、議案書２頁をご覧ください。

番号２ 申出人住所氏名 樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。土地の

所在地は月形町□□□□ 現況地目 畑 面積は１，１３６．７５㎡の１筆です。

なお、説明資料の３頁に所在図を添付していますのでご参照願います。

続きまして、議案書３頁をご覧ください。

番号３ 申出人住所氏名 樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。土地の

所在地は月形町□□□□ 現況地目 田 面積は２０，５８８㎡です。土地の内

訳ですが、田の計合計ともに６筆４３，４７４㎡です。なお、説明資料の４頁に所

在図を添付していますのでご参照願います。

以上で説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、報告第１号番号１から３については承認

いたしました。続きまして、日程番号５番、報告第２号、農用地のあっせん申し

出について、売渡し、貸付け１件を議題といたします。

事務局より説明願います。

議案書４頁をご覧ください。

報告第２号、農用地のあっせん申し出について、売渡し、貸付け１件を上程

しております。

月形町農地移動適正化あっせん基準第７条第１項の規定により、下記の者

から農用地の売渡し及び貸付けの申し出があったので報告します。

本日の提出です。

番号１ 申出人住所氏名 樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。土地の所

在地は、月形町□□□□の内 現況地目 田 面積は４，９２３㎡です。土地の

内訳ですが、田の計合計ともに６筆１５，２７１．０１㎡です。なお、説明資料の５

頁及び６頁に所在図を添付していますのでご参照願います。

以上で説明を終わります。



月 形 町 農 業 委 員 会

議長 渡 辺 祥 紀

事務局長 加 藤 弘 光

議長 渡 辺 祥 紀

事務局長 加 藤 弘 光

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、報告第２号については承認いたしまし

た。続きまして、日程番号６番、報告第３号、農用地のあっせん申し出につい

て、買受け１件を議題といたします。

事務局より説明願います。

議案書５頁をご覧ください。

報告第３号 農用地のあっせん申し出について買受け１件を上程しておりま

す。

月形町農地移動適正化あっせん基準第７条第１項の規定により、下記の者

から農用地の買受けの申し出があったので報告します。

本日の提出です。

番号１ 申出人住所氏名 樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。希望事

項ですが、希望場所は知来乙、希望地目は田・畑、希望面積は２ｈａです。

以上で説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、報告第３号については承認いたしまし

た。続きまして、日程番号７番、報告第４号、農業経営改善計画の認定につい

て１件を議題といたします。

事務局より説明願います。

議案書６頁をご覧ください。

報告第４号 農業経営改善計画の認定について１件を上程しております。

農業経営基盤強化促進法第１２条第１項の規定による農業経営改善計画の

認定について、下記の者が認定されたので報告します。

本日の提出です。

１認定農業者 農事組合名 南耕地２・３ 氏名 ○○○○さん。認定年月日

は令和元年１０月２６日 認定の有効期限は令和６年１０月２５日です。２通知

文ですが説明資料の７頁に通知書の写しを添付しておりますのでご参照願い

ます。

以上で説明を終わります。



月 形 町 農 業 委 員 会

議長 渡 辺 祥 紀

事務局長 加 藤 弘 光

議長 渡 辺 祥 紀

事務局長 加 藤 弘 光

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、報告第４号は承認いたしました。続きまし

て、日程番号８番、報告第５号、専決処分の報告について１件を議題といたしま

す。

事務局より説明願います。

議案書７頁をご覧ください。

報告第５号 専決処分の報告について１件を上程しております。

月形町農業委員会会長専決規程（平成３１年農業委員会訓令第１号）第２条

の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定によりこれを

報告します。

本日の提出です。

１専決処分の内容ですが、令和元年第１１回農業委員会総会において可決

された議案第３７号について、農地法第５条第３項の規定により一般社団法人

北海道農業会議に意見聴取した結果、許可相当となったので、月形町農業委

員会会長専決規程第２条第９号の規定により専決処分により許可するもので

す。

２申請人ですが貸主は月形町□□□□ ○○○○さん、借主は美唄市□□

□□ ○○○○さんです。

３許可年月日は令和２年１月６日

４許可番号は月農委第２－５－１号指令です。

以上で説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、報告第５号は承認いたしました。

続きまして、日程番号９番、報告第６号、あっせん委員会報告についてを議

題といたします。

事務局より説明を願います。

議案書８頁をご覧ください。

報告第６号、あっせん委員会報告についてを上程しております。

あっせん委員会より月形町農地移動適正化あっせん基準に基づき、令和２

年１月１６日あっせん結果の通知がありましたので報告します。



月 形 町 農 業 委 員 会

事務局長 加 藤 弘 光 本日の提出です。

番号１、申出人、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。申出内容は再貸

付けです。対象地は樺戸郡月形町□□□□ 他１筆合計２６，１５４㎡。協議結

果は成立、相手方は樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さんです。

番号２、申出人、岩見沢市□□□□ ○○○○さん。申出内容は再貸付け

です。対象地は樺戸郡月形町□□□□ 他１筆合計６，１４７㎡。協議結果は

成立、相手方は樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さんです。

続きまして９頁になります。番号３、申出人、札幌市□□□□ ○○○○さ

ん。申出内容は再貸付けです。対象地は樺戸郡月形町□□□□の内 他１筆

合計４，９９９㎡。協議結果は成立、相手方は樺戸郡月形町□□□□ ○○○

○さんです。

番号４、申出人、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。申出年月日は令

和元年１０月２４日 内容は売渡し・貸付けです。対象地は樺戸郡月形町□□

□□ １筆合計１，８６６㎡。協議結果は成立、相手方は樺戸郡月形町□□□

□ ○○○○さんです。

番号５、申出人、石狩郡新篠津村□□□□ ○○○○さん。申出年月日は

令和元年１０月２１日、内容は貸付けです。対象地は樺戸郡月形町□□□□

他３筆合計４７，４８２㎡。協議結果は成立、相手方は樺戸郡月形町□□□□

○○○○さんです。

続きまして１０頁になります。番号６ 申出人、樺戸郡月形町□□□□ ○○

○○さん。申出内容は再貸付けです。対象地は樺戸郡月形町□□□□の内、

他５筆合計４８，９９７㎡。協議結果は成立、相手方は樺戸郡月形町□□□□

○○○○さんです。

番号７、申出人、札幌市□□□□ ○○○○さん。申出内容は再貸付けで

す。対象地は樺戸郡月形町□□□□ １筆合計２，０８８㎡。協議結果は成立、

相手方は樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さんです。

番号８、申出人、札幌市□□□□ ○○○○さん。申出内容は再貸付けで

す。対象地は樺戸郡月形町□□□□の内 他３筆合計２０，８０８㎡。協議結果

は成立、相手方は樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さんです。

続きまして１１頁になります。番号９ 申出人、札幌市□□□□ ○○○○さ

ん。申出年月日は令和元年１１月２９日、内容は売渡し・貸付けです。対象地は

樺戸郡月形町□□□□の内 他８筆合計３６，４７５㎡です。協議結果は成立、

相手方は樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さんです。

番号１０、申出人、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。申出年月日は令

和元年１１月２９日、内容は売渡しです。対象地は樺戸郡月形町□□□□ 他

１８筆合計２４，４４１㎡。協議結果は成立、相手方は樺戸郡月形町□□□□

○○○○さんです。

番号１１、申出人、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。申出年月日は令

和元年１２月２６日、内容は売渡しです。対象地は樺戸郡□□□□ 1筆合計
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事務局長 加 藤 弘 光
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事務局長 加 藤 弘 光

１，１３６．７５㎡。協議結果は成立、相手方は樺戸郡月形町□□□□ ○○○

○さんです。

続きまして１２頁になります。番号１２、申出人、札幌市□□□□ ○○○○

さん。申出年月日は令和元年１１月２９日、内容は売渡しです。対象地は樺戸

郡月形町□□□□の内 他８筆合計１８，６３８．６８㎡。協議結果は成立、相手

方は樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さんです。

番号１３、申出人、札幌市□□□□ ○○○○さん。申出年月日は令和元年

１１月２９日、内容は売渡しです。対象地は樺戸郡月形町□□□□の内 他３

筆合計１７，１６５㎡。協議結果は成立、相手方は樺戸郡月形町□□□□ ○

○○○さんです。

番号１４、申出人、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。申出年月日は令

和元年１２月１３日、内容は売渡しです。対象地は樺戸郡月形町□□□□ １

筆合計２２８㎡。協議結果は成立、相手方は樺戸郡月形町□□□□ ○○○

○さんです。

以上で説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、報告第６号は承認いたしました。

続きまして、日程番号１０番、議案第１号、農地の賃貸借の合意解約につい

て１件を議題といたします。

事務局より説明を願います。

議案書１３頁をご覧ください。

議案第１号、農地の賃貸借の合意解約について１件を上程しております。

下記の者から、農地の賃貸借を合意解約した通知がありましたので審議願い

ます。

本日の提出です。

番号１ 通知者貸主 石狩郡新篠津村□□□□ ○○○○さん。借主、石狩

郡新篠津村□□□□ ○○○○さん。解約した土地は１４頁になりますが、月

形町□□□□ 現況地目は田 面積は１３，４７５㎡です。解約した土地の内訳

ですが、田の計合計ともに１０筆９７，５６６㎡です。１３頁に戻っていただき、権

利区分は賃貸借、農地法３条。契約年月日は平成３０年３月３０日、契約期間

は平成３０年３月３０日から令和元年１２月２５日までの２年間。合意解約が成

立した日、合意解約を行う日は令和元年１２月１３日、解約通知日は令和元年

１２月１９日です。説明資料の８頁に所在図を添付していますのでご参照願いま

す。
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以上で説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、議案第１号について、原案に賛成の方は

挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ですので、議案第１号については原案のとおり可決いたしました。

続きまして、日程番号１１番、議案第２号、農用地利用集積計画の決定につ

いて利用権設定９件を議題といたします。

事務局より説明を願います。

議案書１５頁をご覧ください。

議案第２号、農用地利用集積計画の決定について利用権設定９件を上程し

ております。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記の農用地利用

集積についての決定の議決を願います。

本日の提出です。

番号１、権利区分、賃借権。貸主、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。

申出理由、経営規模縮小による再貸付。借主、樺戸郡月形町□□□□ ○○

○○ん。申出理由、経営規模拡大による再借受。借主の経営状況は議案書に

記載のとおりです。申出地は樺戸郡月形町□□□□ 現況地目は畑 面積は

１，６８８㎡です。申出地の内訳ですが、畑の計合計ともに２筆２６，１５４㎡、希

望事項ですが、賃借料総額△△△△円、１０ａ当たりの賃借料は議案書に記載

のとおりです。設定期間は令和２年１月２４日から令和６年１１月３０日までの５

年間です。説明資料の９頁に所在図を添付していますのでご参照願います。

本件は、農用地利用集積計画の作成に関しては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項各号の全ての要件を満たしているものです。

以上で説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、議案第２号番号１について、原案に賛成
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の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ですので、番号１については原案のとおり可決いたしました。

続きまして、番号２について事務局より説明を願います。

議案書１６頁をご覧ください。

番号２、権利区分、賃借権。貸主、岩見沢市□□□□ ○○○○さん。申出

理由、離農による再貸付。借主、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。申出

理由、経営規模拡大による再借受。借主の経営状況は議案書に記載のとおり

です。申出地は樺戸郡月形町□□□□ 現況地目は田 面積は５，１１３㎡で

す。申出地の内訳ですが、田の計合計ともに２筆６，１４７㎡、希望事項です

が、賃借料総額△△△△円、１０ａ当たりの賃借料は議案書に記載のとおりで

す。設定期間は令和２年１月２４日から令和６年１１月３０日までの５年間です。

説明資料の１０頁に所在図を添付していますのでご参照願います。

本件は、農用地利用集積計画の作成に関しては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項各号の全ての要件を満たしているものです。

以上で説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、議案第２号番号２について、原案に賛成

の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ですので、番号２については原案のとおり可決いたしました。

続きまして、番号３について事務局より説明を願います。

議案書１７頁をご覧ください。

番号３、権利区分、賃借権。貸主、札幌市□□□□ ○○○○さん。申出理

由、離農による再貸付。借主、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。申出理

由、経営規模拡大による再借受。借主の経営状況は議案書に記載のとおりで

す。申出地は樺戸郡月形町□□□□の内 現況地目は田 面積は３，９８１㎡

です。申出地の内訳ですが、田の計合計ともに２筆４，４９９㎡、希望事項です

が、賃借料総額△△△△円、１０ａ当たりの賃借料は議案書に記載のとおりで
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す。設定期間は令和２年１月２４日から令和６年１１月３０日までの５年間です。

説明資料の１１頁に所在図を添付していますのでご参照願います。

本件は、農用地利用集積計画の作成に関しては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項各号の全ての要件を満たしているものです。

以上で説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、議案第２号番号３について、原案に賛成

の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ですので、番号３については原案のとおり可決いたしました。

続きまして、番号４について事務局より説明を願います。

なお、本件につきましては、黒宮委員、渡辺委員は農業委員会等に関する

法律第３１条に規定する議事参与の制限の対象となりますので退室願います。

（午後４時８分 黒宮委員、渡辺委員退室）

議案書１８頁をご覧ください。

番号４、権利区分、賃借権。貸主、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。

申出理由、離農。借主、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。申出理由、経

営規模拡大。借主の経営状況は議案書に記載のとおりです。申出地は樺戸郡

月形町□□□□ 現況地目は畑 面積は１，８６６㎡の１筆です。希望事項です

が、賃借料総額△△△△円、１０ａ当たりの賃借料は議案書に記載のとおりで

す。設定期間は令和２年１月２４日から令和１１年１１月３０日までの１０年間で

す。説明資料の１２頁に所在図を添付していますのでご参照願います。

本件は、農用地利用集積計画の作成に関しては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項各号の全ての要件を満たしているものです。

以上で説明を終わります。

補足説明を西川委員お願いします。

貸主の離農に伴い、あっせんの申し出があり、多田委員と地域の担い手へ

のあっせんを行った結果、借主以外にあっせんの希望が無く、借主にあっせん

を行う事になりました。

令和元年１２月２６日、多田委員、私、事務局により事前協議を行い、貸主と
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地域の担い手である借主の双方の意向を確認しました。

合意になった内容につきましては、議案書に記載のとおりです。

以上で補足説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、議案第２号番号４について、原案に賛成

の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ですので、番号４については原案のとおり可決いたしました。

それでは、黒宮委員、渡辺委員の入室を許可します。

（午後４時１１分 黒宮委員、渡辺委員入室）

続きまして、番号５について事務局より説明を願います。

議案書１９頁をご覧ください。

番号５、権利区分、賃借権。貸主、石狩郡新篠津村□□□□ ○○○○さ

ん。申出理由、離農。借主、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。申出理

由、経営規模拡大。借主の経営状況は議案書に記載のとおりです。申出地は

樺戸郡月形町□□□□ 現況地目は田 面積は３９，２５０㎡です。申出地の

内訳ですが、田の計２筆４６，９３０㎡、畑の計２筆５５２㎡、１筆重複しています

ので、合計３筆４７，４８２㎡、希望事項ですが、賃借料総額△△△△円、１０ａ

当たりの賃借料は議案書に記載のとおりです。設定期間は令和２年１月２４日

から令和１１年１１月３０日までの１０年間です。説明資料の１３頁に所在図を添

付していますのでご参照願います。

本件は、農用地利用集積計画の作成に関しては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項各号の全ての要件を満たしているものです。

以上で説明を終わります。

補足説明を小野委員お願いします。

貸主の離農に伴い、あっせんの申し出があり、内藤委員と地域の担い手へ

のあっせんを行った結果、借主からあっせんの希望があり、あっせんを行う事

になりました。

令和元年１２月２７日、内藤委員、私、事務局により事前協議を行い、貸主と

地域の担い手である借主の双方の意向を確認しました。
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合意になった内容につきましては、議案書に記載のとおりです。

以上で補足説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、議案第２号番号５について、原案に賛成

の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ですので、番号５については原案のとおり可決いたしました。

続きまして、番号６について事務局より説明を願います。

議案書２０頁をご覧ください。

番号６、権利区分、賃借権。貸主、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。

申出理由、離農による再貸付。借主、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。

申出理由、経営規模拡大による再借受。借主の経営状況は議案書に記載のと

おりです。申出地は樺戸郡月形町□□□□の内 現況地目は田 面積は２，５

６５㎡です。申出地の内訳ですが、田の計合計ともに６筆４８，９９７㎡、希望事

項ですが、賃借料総額△△△△円、１０ａ当たりの賃借料は議案書に記載のと

おりです。設定期間は令和２年１月２４日から令和４年１１月３０日までの３年間

です。説明資料の１４頁、１５頁に所在図を添付していますのでご参照願いま

す。

本件は、農用地利用集積計画の作成に関しては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項各号の全ての要件を満たしているものです。

以上で説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、議案第２号番号６について、原案に賛成

の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ですので、番号６については原案のとおり可決いたしました。
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続きまして、番号７について事務局より説明を願います。

議案書２１頁をご覧ください。

番号７、権利区分、賃借権。貸主、札幌市□□□□ ○○○○さん。申出理

由、離農による再貸付。借主、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。申出理

由、経営規模拡大による再借受。借主の経営状況は議案書に記載のとおりで

す。申出地は樺戸郡月形町□□□□ 現況地目は田 面積は２，０８８㎡の１

筆です。希望事項ですが、賃借料総額△△△△円、１０ａ当たりの賃借料は議

案書に記載のとおりです。設定期間は令和２年１月２４日から令和６年１１月３０

日までの５年間です。説明資料の１６頁に所在図を添付していますのでご参照

願います。

本件は、農用地利用集積計画の作成に関しては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項各号の全ての要件を満たしているものです。

以上で説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、議案第２号番号７について、原案に賛成

の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ですので、番号７については原案のとおり可決いたしました。

続きまして、番号８について事務局より説明を願います。

議案書２２頁をご覧ください。

番号８、権利区分、賃借権。貸主、札幌市□□□□ ○○○○さん。申出理

由、離農による再貸付。借主、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。申出理

由、経営規模拡大による再借受。借主の経営状況は議案書に記載のとおりで

す。申出地は樺戸郡月形町□□□□の内 現況地目は田 面積は１０，８８９

㎡です。申出地の内訳ですが、田の計合計ともに４筆２０，８０８㎡です。希望事

項ですが、賃借料総額△△△△円、１０ａ当たりの賃借料は議案書に記載のと

おりです。設定期間は令和２年１月２４日から令和６年１１月３０日までの５年間

です。説明資料の１７頁に所在図を添付していますのでご参照願います。

本件は、農用地利用集積計画の作成に関しては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項各号の全ての要件を満たしているものです。

以上で説明を終わります。



月 形 町 農 業 委 員 会

議長 渡 辺 祥 紀

事務局長 加 藤 弘 光

議長 渡 辺 祥 紀

委員 山 崎 敏 美

議長 渡 辺 祥 紀

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、議案第２号番号８について、原案に賛成

の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ですので番号８については原案のとおり可決いたしました。

続きまして、番号９について事務局より説明を願います。

議案書２３頁をご覧ください。

番号９、権利区分、賃借権。貸主、札幌市□□□□ ○○○○さん。申出理

由、離農。借主、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。申出理由、経営規模

拡大。借主の経営状況は議案書に記載のとおりです。申出地は樺戸郡月形町

□□□□の内 現況地目は田 面積は８２０㎡です。申出地の内訳ですが、田

の計７筆３３，０２８㎡、畑の計２筆３，４４７㎡、合計９筆３６，４７５㎡です。希望

事項ですが、賃借料総額△△△△円、１０ａ当たりの賃借料は議案書に記載の

とおりです。設定期間は令和２年１月２４日から令和６年１１月３０日までの５年

間です。説明資料の１８頁に所在図を添付していますのでご参照願います。

本件は、農用地利用集積計画の作成に関しては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項各号の全ての要件を満たしているものです。

以上で説明を終わります。

補足説明を山崎委員お願いします。

貸主の離農に伴い、あっせんの申し出があり、小野委員と地域の担い手へ

のあっせんを行った結果、借主からあっせんの希望があり、あっせんを行う事

になりました。

１月８日、小野委員、私、事務局により事前協議を行い、貸主と地域の担い

手である借主の双方の意向を確認しました。

合意になった内容につきましては、議案書に記載のとおりです。

以上で補足説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）



月 形 町 農 業 委 員 会

議長 渡 辺 祥 紀

事務局長 加 藤 弘 光

議長 渡 辺 祥 紀

委員 山 崎 敏 美

質疑、ご意見がございませんので、議案第２号番号９について、原案に賛成

の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ですので、番号９については原案のとおり可決いたしました。

続きまして、日程番号１２番、議案第３号、農用地利用集積計画の決定につ

いて所有権移転５件を議題といたします。

事務局より説明を願います。

議案書２４頁をご覧ください。

議案第３号、農用地利用集積計画の決定について所有権移転５件を上程し

ております。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記の農用地利用

集積についての決定の議決を願います。

本日の提出です。

番号１、権利区分、所有権、譲渡人、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さ

ん。申出理由は離農です。譲受人、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。申

出理由は経営規模拡大です。譲受人の経営状況は議案書に記載のとおりで

す。申出地は２５頁になりますが、月形町□□□□ 現況地目は田 面積は４，

２８６㎡のです。申出地の内訳ですが、田の計１２筆２１，３５９㎡、畑の計３筆

１，２６０㎡、その他農業用施設用地４筆１，８２２㎡、６筆重複していますので合

計１３筆２４，４４１㎡です。２４頁に戻っていただき、対価△△△△円、所有権

移転時期は令和２年１月２４日、引渡の時期は対価の支払日、支払期限は令

和２年４月３０日、１０ａ当たりの単価は議案書に記載のとおりです。説明資料

の１９頁に所在図を添付していますのでご参照願います。

本件は、農用地利用集積計画の作成に関しては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項各号の全ての要件を満たしているものです。

以上で説明を終わります。

補足説明を山崎委員お願いします。

譲渡人から離農に伴い、あっせんの申し出があり、小野委員と地域の担い手

へあっせんを行った結果、譲受人以外にあっせんの希望が無く、譲受人にあっ

せんを行うことになりました。

１月８日、小野委員、私、事務局により事前協議を行い、譲渡人と地域の担

い手である譲受人の双方の意向を確認しました。

合意になって内容につきましては、議案書に記載のとおりです。

以上で補足説明を終わります。



月 形 町 農 業 委 員 会

議長 渡 辺 祥 紀

事務局長 加 藤 弘 光

議長 渡 辺 祥 紀

委員 山 崎 敏 美

議長 渡 辺 祥 紀

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、議案第３号番号１について、原案に賛成

の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ですので、番号１については原案のとおり可決いたしました。

続きまして、番号２について事務局より説明を願います。

議案書２６頁をご覧ください。

番号２、権利区分、所有権、譲渡人、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さ

ん。申出理由は離農です。譲受人、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。申

出理由は経営規模拡大です。譲受人の経営状況は議案書に記載のとおりで

す。申出地は月形町□□□□ 現況地目は畑 面積は１，１３６．７５㎡の１筆

です。対価は△△△△円、所有権移転時期は令和２年１月２４日、引渡の時期

は対価の支払日、支払期限は令和２年１月３１日、１０ａ当たりの単価は議案書

に記載のとおりです。説明資料の２０頁に所在図を添付していますのでご参照

願います。

本件は、農用地利用集積計画の作成に関しては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項各号の全ての要件を満たしているものです。

以上で説明を終わります。

補足説明を山崎委員お願いします。

譲渡人から離農に伴い、あっせんの申し出があり、小野委員と地域の担い手

へあっせんを行った結果、譲受人以外にあっせんの希望が無く、譲受人にあっ

せんを行うことになりました。

１月８日、小野委員、私、事務局により事前協議を行い、譲渡人と地域の担

い手である譲受人の双方の意向を確認しました。

合意になって内容につきましては、議案書に記載のとおりです。

以上で補足説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）



月 形 町 農 業 委 員 会

議長 渡 辺 祥 紀

事務局長 加 藤 弘 光

議長 渡 辺 祥 紀

委員 山 崎 敏 美

議長 渡 辺 祥 紀

質疑、ご意見がございませんので、議案第３号番号２について、原案に賛成

の方は挙手をお願いします

（全員挙手）

全員賛成ですので、番号２については原案のとおり可決いたしました。

続きまして、番号３について事務局より説明を願います。

議案書２７頁をご覧ください。

番号３、権利区分、所有権、譲渡人、札幌市□□□□ ○○○○さん。申出

理由は離農です。譲受人、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。申出理由

は経営規模拡大です。譲受人の経営状況は議案書に記載のとおりです。申出

地は月形町□□□□の内 現況地目は田 面積は６，０９４㎡です。申出地の

内訳ですが、田の計４筆１５，５５５㎡、畑の計２筆１，６３６㎡、その他農業用施

設用地として３筆１，４４７．６８㎡、４筆重複していますので合計５筆１８，６３８．

６８㎡です。対価は△△△△円、所有権移転時期は令和２年１月２４日、引渡

の時期は対価の支払日、支払期限は令和２年４月３０日、１０ａ当たりの単価は

議案書に記載のとおりです。説明資料の２１頁に所在図を添付していますので

ご参照願います。

本件は、農用地利用集積計画の作成に関しては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項各号の全ての要件を満たしているものです。

以上で説明を終わります。

補足説明を山崎委員お願いします。

譲渡人から離農に伴い、あっせんの申し出があり、小野委員と地域の担い手

へあっせんを行った結果、譲受人以外にあっせんの希望が無く、譲受人にあっ

せんを行うことになりました。

１月８日、小野委員、私、事務局により事前協議を行い、譲渡人と地域の担

い手である譲受人の双方の意向を確認しました。

合意になって内容につきましては、議案書に記載のとおりです。

以上で補足説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、議案第３号番号３について、原案に賛成

の方は挙手をお願いします。



月 形 町 農 業 委 員 会

議長 渡 辺 祥 紀

事務局長 加 藤 弘 光

議長 渡 辺 祥 紀

委員 山 崎 敏 美

議長 渡 辺 祥 紀

全員賛成ですので、番号３については原案のとおり可決いたしました。

続きまして、番号４について事務局より説明を願います。

議案書２８頁をご覧ください。

番号４、権利区分、所有権、譲渡人、札幌市□□□□ ○○○○さん。申出

理由は離農です。譲受人、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さん。申出理由

は経営規模拡大です。譲受人の経営状況は議案書に記載のとおりです。申出

地は月形町□□□□の内 現況地目は田 面積は７，０５５㎡です。申出地の

内訳ですが、田の計２筆１０，９５３㎡、その他農業用施設用地として２筆６，２１

２㎡、２筆重複していますので合計２筆１７，１６５㎡です。対価は△△△△円、

所有権移転時期は令和２年１月２４日、引渡の時期は対価の支払日、支払期

限は令和２年２月２８日、１０ａ当たりの単価は議案書に記載のとおりです。説

明資料の２２頁に所在図を添付していますのでご参照願います。

本件は、農用地利用集積計画の作成に関しては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項各号の全ての要件を満たしているものです。

以上で説明を終わります。

補足説明を山崎委員お願いします。

譲渡人から離農に伴い、あっせんの申し出があり、小野委員と地域の担い手

へあっせんを行った結果、譲受人以外にあっせんの希望が無く、譲受人にあっ

せんを行うことになりました。

１月８日、小野委員、私、事務局により事前協議を行い、譲渡人と地域の担

い手である譲受人の双方の意向を確認しました。

合意になって内容につきましては、議案書に記載のとおりです。

以上で補足説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、議案第３号番号４について、原案に賛成

の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ですので、番号４については原案のとおり可決いたしました。

続きまして、番号５について事務局より説明を願います。



月 形 町 農 業 委 員 会

事務局長 加 藤 弘 光

議長 渡 辺 祥 紀

委員 山 崎 敏 美

議長 渡 辺 祥 紀

事務局長 加 藤 弘 光

議案書２９頁をご覧ください。

番号５、権利区分、所有権、譲渡人、樺戸郡月形町□□□□ ○○○○さ

ん。申出理由は農地の集約化です。譲受人、樺戸郡月形町□□□□ ○○○

○さん。申出理由は経営規模拡大です。譲受人の経営状況は議案書に記載の

とおりです。申出地は月形町□□□□ 現況地目は畑 面積は２２８㎡の１筆

です。対価は△△△△円、所有権移転時期は令和２年１月２４日、引渡の時期

は対価の支払日、支払期限は令和２年２月２８日、１０ａ当たりの単価は議案書

に記載のとおりです。説明資料の２３頁に所在図を添付していますのでご参照

願います。

本件は、農用地利用集積計画の作成に関しては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項各号の全ての要件を満たしているものです。

以上で説明を終わります。

補足説明を山崎委員お願いします。

譲渡人から離農に伴い、あっせんの申し出があり、小野委員と地域の担い手

へあっせんを行った結果、譲受人以外にあっせんの希望が無く、譲受人にあっ

せんを行うことになりました。

１月８日、小野委員、私、事務局により事前協議を行い、譲渡人と地域の担

い手である譲受人の双方の意向を確認しました。

合意になって内容につきましては、議案書に記載のとおりです。

以上で補足説明を終わります。

説明が終わりました。質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、議案第３号番号５について、原案に賛成

の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ですので、番号５については原案のとおり可決いたしました。

続きまして、日程番号１３番、議案第４号、月形町農業委員会の法令遵守に

関する申し合わせ決議についてを議題といたします。

事務局より説明を願います。

議案書３０頁をご覧ください。

議案第４号、月形町農業委員会の法令遵守に関する申し合わせ決議につい



月 形 町 農 業 委 員 会

事務局長 加 藤 弘 光

議長 渡 辺 祥 紀

てを上程しております。

月形町農業委員会の法令遵守に関する申し合わせ決議書（案）について、

下記のとおり提出しますので審議願います。

本日の提出です。

上程の理由ですが、昨年１０月以降、全国において農業委員の不祥事が相

次いで発生したことから、１１月２８日開催の令和元年度全国農業委員会会長

代表者集会において「農業委員会の委員等の綱紀保持に関する申し合わせ」

が決議され、農業委員会組織として綱紀粛正の徹底を図ることが確認されまし

た。また、北海道農業会議から各農業委員会において「農業委員会の法令遵

守の申し合わせ決議」を総会において決議するように通知があり、本農業委員

会においてもその趣旨に則り決議を行うものです。

議案書３１頁をご覧願います。

月形町農業委員会の法令遵守に関する申し合わせ決議書（案）全文を読み

上げます。

私たち月形町農業委員会委員は、農業者の公的な代表機関である農業委

員会組織の一員として、法令に則り適正に農地制度を運用し、農地利用の最

適化を実現する責務を負っている。

特に、農地制度に基づく許認可に係る事務については、個人情報に接するこ

とも多く、公平・公正な運用はもちろんのこと、個人情報保護も徹底しなければ

ならない。

私たち月形町農業委員会委員は、高い倫理観を持ち、法令遵守を徹底する

ため、下記の事項についてここに申し合わせ、決議する。

記として、１農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法令に則

り適正に農地制度を運用すること。特に農業委員会法第３１条の議事参与の

制限、同第３３条の議事録の公表を適切に実施して、農業委員会の議事の公

平さを確保すること。

２農業委員としての高い倫理観を維持し、法令遵守を徹底するための研修

等を実施すること。

以上のとおり決議することをご審議願います。

説明が終わりました。

暫時休憩します。（午後４時４１分）

休憩以前に戻り議事を再開いたします。（午後４時４５分）

質疑、ご意見等はありませんか。

（なしの声あり）

質疑、ご意見がございませんので、議案第４号について、原案のとおり申し



月 形 町 農 業 委 員 会

議長 渡 辺 祥 紀 合わせすることに賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ですので、議案第４号につきましては、本決議案のとおり申し合わ

せることに決定いたしました。

以上で本総会に附議された全ての議件を終了いたしました。

以上をもちまして、令和２年第１回月形町農業委員会総会を閉会いたしま

す。皆様ご苦労様でした。（午後４時４７分）


